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ネットで
悪口を書かれた！
ネットで
悪口を書かれた！

自宅で
学校貸与端末を
誤って破損した！

自宅で
学校貸与端末を
誤って破損した！

自転車で
他人にケガを
させた！

自転車で
他人にケガを
させた！

部活で
ケガをした！
部活で
ケガをした！

保護者の皆様へ 2026年度版

オンラインの
お申し込みは
こちらから

＊割引率について：このパンフレットで案内している保険商品の算出基準である保険料（加入者数２０名未満の団体における保険料）に対しての割合を示
します。適用される割引率は前年度の加入者数等に応じて決定します。

本制度は、このパンフレット
を受け取った方※がご加入
いただけます。

ご
注
意

お子さまの生活を
24時間補償します。
ただし、一部の補償は24時間補償ではありません。

小・中学生総合保障制度ご案内
[こども総合保険]

割引＊
約 ％32

兵庫県自転車条例対応［個人賠償］

※兵庫県PTA協議会に加盟する学校に通う
すべての児童・生徒

掛金口座振替日補償（保険）期間
2026年
4月24日（金）

2026年 4月25日
午前0時から

2027年 4月25日
午後4時まで

2026年6月29日（月）

2026年7月27日（月）2026年 5月23日
午前0時から（※）

2027年 4月25日
午後4時まで

（※）オンライン申込の場合の補償開始日は、
申し込み手続き完了日の翌日午前0時からです。

オンラインのお申込み締切日は別紙をご確認ください。

2026年
5月22日（金）

オンラインのお申込み締切日は別紙をご確認ください。

第一次
締切日
第一次
締切日

6月中旬頃加入者証
到着予定
加入者証
到着予定

7月中旬頃加入者証
到着予定
加入者証
到着予定

第二次
締切日
第二次
締切日

申込締切日（締切日消印有効）

▶在校生の方は重複加入にご注意ください。
既にご加入されている方は、自動更新となりますので再度のお申込みは不要です。
※別途「自動更新のご案内」を3月頃に郵送していますので、ご確認ください。

▶一度ご加入されますと、中学卒業まで自動更新されますので毎年のお申込みは不要です。
（私立中学校等の兵庫県PTA協議会会員外へ進学された場合を除きます。）

兵庫県PTA協議会

メンタルケア
カウンセリングサービス

弁護士相談サービス

セカンドオピニオン
アレンジサービス

ハロー健康相談24

B-230554

※受付電話番号やご利用方法は後日送付する加入者証でご案内します。加入者証が届くまでは、03-3839-1687（サービス利用方法２４時間テープ案内）に
ご連絡ください。
※ご相談内容などにより、ご要望に添えない場合があります。また、ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
※各サービスは、補償期間（保険期間）中、AIG損害保険株式会社がティーペック株式会社に委託してご提供します。なお、予告なく変更・中止される場合が
あります。

※弁護士相談サービスは、ティーペック株式会社が提携する法律事務所がご提供します。なお、AIG損害保険株式会社の提供する保険に関するご相談等AIG
損害保険株式会社と利益相反に該当する可能性のあるご相談は本サービスの対象外です。

健康上の
不安を専門家に相談したい

今の治療法の
セカンドオピニオンを
聞きたい

トラブルへの
対処法を知りたい

精神的に
つらく、話を聞いて欲しい

お悩みに応
じた

窓口に

おつなぎし
ます！

この悩み、

誰に相談したら…

どんな悩みも
まずは
こちらに！

みんなの
相談
ダイヤル

ご利用いただけるサービス
ご加入すると

保険金支払い事例.1

お支払金額 7,240,000円
【個人賠償責任補償】

保険金支払い事例.3

自転車で帰宅途中、人と
ぶつかり重傷を負わせて
しまった。

保険金支払い事例.2

お支払金額 38,500円
【個人賠償責任補償】

自宅学習中に
学校貸与端末を
誤って落とし
破損した。

保険金支払い事例.4 保険金支払い事例.5

【育英費用補償】

扶養者である父親が、
交通事故で死亡した。

お支払金額

［T1プランの場合］

お支払金額 200,000円
【トラブル被害対応補償】

インターネット上に悪口や個人情
報を書き込まれた。弁護士に相談
し、書き込み削除を委任した。

お支払金額

体育の時、ボールが
当たって
メガネを
壊した。

15,000円
【学校管理下動産補償】

10,000,000円

その他の保険金請求は… スクール事故受付ダイヤル（24時間受付） 0120-300-399通話料無料

24時間365日いつでも、どこでも受付けます！24時間365日いつでも、どこでも受付けます！

デジタル保険金請求

オンラインで簡単請求
受付時間 月～金曜日  9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

簡単支払特急便

電話による事故報告のみ

ケガによる入院・通院、病気による入院・手術※で
10万円以下のご請求は

ケガによる入院・通院、病気による入院・手術、
持ち物の損害※は

B-250418

ご利用には条件がございます。ご利用条件とご利用方法は、後日送付する加入者証でご案内します。
※持ち物の損害は、「学校管理下動産補償」「携行品損害補償」を指します。また、持ち物の損害および、病気による入院・手術は該当する
　補償がセットされているプランの場合にご利用いただけます。

制度に関するお問合せ先
取扱代理店・扱者

制度引受保険会社

ご加入いただく皆様へ
●補償概要および重要事項説明書（「契約概要｣･｢注意喚起情報」など）には、ご契約にあたっての重要な事項が記載されていますので、事前に必ず
ご一読ください。特に、皆様にとって不利益な情報（「保険金をお支払いできない主な場合｣など）が記載されている部分については、その内容を
ご確認ください。なお、この保障制度に関するお問い合わせは、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、申込締切日後
のお申込方法は、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 

●以下の補償をご契約されているお客さまで、別の保険契約にてこれらと同種の補償をセットされている場合には、補償が重複する場合があります。
補償が重複している場合、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金
の一部または全部が支払われない場合があります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額等をご確認のうえ、補償プランをご検討ください。

　なお、パンフレットに記載の各プラン（特約の組み合わせ）の内容を変更（一部の特約の追加・削除）してのご契約はできませんので、ご了承ください。
【個人賠償責任補償・携行品損害補償・育英費用補償　等】

●加入者証のご案内
当制度は団体契約のため、加入者証は最終加入者が確定後、加入依頼者の方宛にお届けします。加入者証到着までは加入依頼書のお客さま控
（3枚目）が当契約の証となりますので、大切に保管してください。 なお、加入者証到着以前でも補償開始日より補償は開始されています。

●次の場合、ただちに取扱代理店・扱者または引受保険会社へご連絡ください。
１．補償期間（保険期間）中にこの保険の対象となる事故などにあわれた場合は、事故の日から30日以内にご連絡ください。その後の手続きにつ
いてご案内します。

２．後日お届けする加入者証の記載内容に変更があった場合（住所変更・転校・転園など）は必ずご連絡ください。住所変更のご連絡をいただけな
い場合、重要なお知らせがお届けできなくなることがあります。 

３．当制度は団体の構成員を対象としており、転校・転園などにより団体の構成員でなくなる場合は、脱退等の手続きが必要となるため必ずご連絡
ください。

契約者である団体は、加入依頼書に記載された個人情報をこの保険の引受保険会社に提供します。また、制度の運営・管理のため、被保険者が
所属する学校などに提供する場合があります。引受保険会社における個人情報の取扱いにつきましては、重要事項説明書にてご確認ください。

●このパンフレットは保障制度（保険）の概要をご説明したものです。詳細につきましては取扱代理店・扱者または引受保険会社に
お問い合わせください。

重要 補償概要および重要事項説明書（「契約概要」・「注意喚起情報」など）は下記から必ずご確認ください。

https://www.aig.co.jp/sonpo/school/hosyo

補償概要
https://www.aig.co.jp/sonpo/school/jusetsu

重要事項説明書

補償概要および重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめします。また、約款はこちらからご確認いただけます。（https://www.aig.co.jp/sonpo/eyakkan/kodomo）
※書面による提供をご希望の場合には、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 SB-202401

〒930-0856 富山市牛島新町5-5 タワー111
TEL:076-443-8740
受付時間 9:00～17:00 土、日、祝日、年末年始を除く

https://www.aig.co.jp/sonpo
学校契約センター株式会社ベストインシュアランス

学校園安全サービス事業部
〒650-0034　神戸市中央区京町75-1　京町栄光ビル4階

TEL:078-332-1870
受付時間　9：00～17：00　土、日、祝日、年末年始を除く

S-260123（2027-03）M

兵庫県PTA協議会●団体契約者：

●次の職業に継続的に従事している生徒・学生の方で、ご加入を検討されている場合は、事前に取扱代理店・扱者まで必ずご連絡ください。 
　「自動車運転者」「建設作業者」「農林漁業作業者」「採鉱・採石作業者」「木・竹・草・つる製品製造作業者」 

●引受保険会社の損害保険募集人は保険契約の締結の代理権を有しています。
●共同保険契約の場合には、「共同保険に関する特約」が自動的にセットされます。（共同保険の詳細につきましては取扱代理店・扱者にお問い合せ
ください。）

●更新について
本制度は1年ごとの自動更新となります。加入者数の増減や保険金支払実績等に応じて割引率が変更となる場合や、 補償制度の充実のために
団体契約者と引受保険会社の合意により新たな補償内容に変更する場合がございます。これらの変更により補償金額（保険金額）・掛金（保険料）
が変更となる場合がございます。変更後の補償金額（保険金額）・掛金（保険料）は更新案内にてご案内いたします。変更後の補償内容で継続を希
望されないお客さまはご連絡頂けますようお願いします。ご連絡がない場合、加入時の自動更新の意思に基づき契約は変更後の内容で自動的
に更新されます。 

－ 5 － － 6 －



プランによって補償項目が異なります。詳しくはプラン表をご確認ください。

傷害（ケガ）補償
学校生活だけでなく、塾や習い事など、
学校が休みの日も含めて24時間補償します。

わっ！！

※医療費助成などによる、
自己負担の有無に関わ
らず、お支払いの対象と
なります。

重度の後遺障害が
残ります…。

10数年後1 2 3

育英費用補償1

！

お父さんが交通事故で重度の後遺障害を負ってしまった…
扶養者が万が一の事故で死亡や重度の後遺障害を負った際に、育英費用補償（一時金）全額をお支払いします。

高校3年間で約262万円、大学等で約681万円、合計で約943万円の教育費がかかります。 
出典 株式会社日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」（令和3年度）

動画でわかる補償内容はこちら！動画でわかる補償内容はこちら！

個人賠償責任補償2

！

自転車事故でお子さまが加害者になってしまった場合や、
誤って他人のものを壊してしまった、他人にケガをさせてしまった場合の損害賠償を補償します。

小学5年男子児童の自転車衝突で母親に約9,520万円の賠償命令（神戸地裁判決）

ご家族全員が対象示談交渉サービス付き

こんな時、役立ちます！

学校管理下動産補償8
学校に携行する
身の回り品が
壊れた時の補償です。
（自転車など一部対象外
　の物があります。）

いじめ、SNS上での誹謗中傷、ストーカーなどの被害を受けた際、
弁護士・臨床心理士への相談費用や、解決のための対策費用を補償します。

トラブル被害対応補償3

4

－ 2 － － 3 － － 4 －

「①育英費用」以外は基本プランも・育英費用補償充実プランも同じ補償内容です。

●❷個人賠償責任（1事故あたり支払限度額）
国内 無制限

国外 3億円 国内・国外 3億円 国内・国外 2億円 国内・国外 1億円 国内・国外 1億円

●❸トラブル被害対応補償（保険年度あたり支払限度額） 500万円 300万円 200万円 － －

●❹ 

傷
害（
ケ
ガ
）補
償

死亡保険金 ★ 100万円 100万円 80万円 50万円 50万円
後遺障害保険金
（障害の程度によって） ★ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％

入院保険金 日額（180日限度）★ 6,500円 3,500円 3,000円 2,000円 400円
手術保険金 （1事故あたり1回）
手術の際の入院の有無によって
上記の入院保険金（日額）の

★ 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍
通院保険金 日額（90日限度） ★ 3,000円 2,300円 1,500円 1,000円 400円

●❺熱中症補償【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 〇 〇 〇

●❻地震・噴火・津波補償
【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 〇 〇 －
●❼特定感染症補償【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 － － －
●❽学校管理下動産

（保険年度あたり支払限度額）（自己負担額1,000円） 5万円 5万円 5万円 － －
●❾病気死亡見舞金
（葬祭費用）（支払限度額） ★ 50万円 － － － －
●10
病
気
の
補
償

疾病入院医療保険金
日額（1泊2日以上の入院）（60日限度） 5,000円 3,000円 － － －
疾病手術医療保険金
手術の際の入院の有無によって
疾病入院医療保険金（日額）の

入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 － － －
●11被害事故補償
（1事故あたり支払限度額） 1,000万円 － － － －
●12傷害医療費用
（1事故あたり支払限度額） ★ 50万円 － － － －

育英費用補償充実プラン
T1プラン T2プラン

年間掛金【一時払】 24,850円 16,990円
●❶育英費用（一時金） ★ 1,000万円 800万円

育英費用を
さらに充実

 

基　本　プ　ラ　ン
M1プラン M2プラン M3プラン N4プラン N5プラン

年間掛金【一時払】 20,770円 13,930円 8,530円 5,370円 2,790円
●❶ 育英費用（一時金） ★ 200万円 200万円 150万円 150万円 100万円

適用している割引率
約32％

全プラン自転車事故にも対応！オ̶ススメ̶ 月額換算
約2,071円

●❶ 育英費用補償
扶養者の方がケガをし、事故の日から180日以内に死亡または重度の後遺障害を負った場合に補償します。

●❷ 個人賠償責任補償 示談交渉サービス付き（国内のみ）
お子さまやそのご家族があやまって他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合
に補償します。受託品賠償は時価額を限度に補償します。
※ 授業および部活動などの学校管理下における活動中やスポーツをしている間は、法律上の損害賠償責任が生じないことが
多く、補償の対象とならないことがあります。また自動車使用中（運転、ドアの開け閉め等を含みます。）やバイク運転中の事
故は補償の対象となりません。
※ご家族の対象範囲の詳細は補償概要でご確認ください。

●❸ トラブル被害対応補償
お子さまがいじめ、SNS上での誹謗中傷やストーカーなどの被害（※1）を受けて届出・相談等（※２）を行った場合に初期対策
費用、カウンセリング費用、法律相談費用、弁護士費用等、訴訟関連費用を補償します。対象となる被害の内容、各費用の支払
条件や支払限度額等はこども総合保険の補償概要をご確認ください。
（※１） 初年度契約で、「いじめ」・「名誉き損またはプライバシーの侵害」・「ストーカー被害」については、届出・相談日が補償期間の開始日を

含めて90日以内であるときは補償の対象となりません。
（※２）弁護士等への法律相談の申込・委任、警察への届出・告訴状の提出、いじめに関する臨床心理士・公認心理師への相談をいいます。

●❹ 傷害（ケガ）補償
授業中の事故・交通事故・レジャー中の事故など、さまざまな事故によりお子さまがケガをした場合に補償します。補償される
項目については、プラン表でご確認ください。
※ 急激・偶然・外来の事故によるケガに該当しない疲労骨折などは補償の対象になりません。詳しくは「用語のご説明」でご確認ください。

●❺ 熱中症補償
お子さまが日射または熱射によって熱中症を発病した場合に補償します。
※補償される項目については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。

●❻ 地震・噴火・津波補償
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によってケガなどをした場合に補償します。
※補償される項目については、プラン表補償名の横に★マークの付いている項目になります。

●❼ 特定感染症補償
お子さまが補償期間中に法令で定める特定感染症（一類～三類感染症）（注）を発病した場合に補償します。補償される項目
については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。
※初年度契約の場合、補償期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症は補償の対象になりません。
（注） 「特定感染症」の詳細は用語のご説明をご確認ください。

●❽ 学校管理下動産補償
学校の授業・登下校中などに、お子さまが携行している身の回り品に、破損・盗難・火災などの偶然な事故による損害が生じた
場合、その損害額（修理費または時価額のいずれか低い金額）を補償します。
※自転車など一部補償対象外の物があります。

●❾ 病気死亡見舞金（葬祭費用）
お子さまが補償期間中に病気を発病し、補償期間中または発病から180日以内に亡くなった場合に、実際に負担した葬祭費
用を補償します。
※補償開始前に発病していた病気を原因とするものについては、補償の対象になりません。

●10 お子さまが補償期間中に病気を発病し治療を受けた場合に、次の保険金をお支払いします。
疾病入院医療保険金…1泊2日以上入院した場合に、入院日数に応じてお支払いします。
疾病手術医療保険金…所定の手術を受けた場合に、お支払いします。
※補償開始前の検診（入学前の健康診断等）で指摘された病気など、補償開始前に発病していた病気は補償の対象となりません。

●11 被害事故補償
お子さまが犯罪行為またはひき逃げ事故の被害者となり、死亡または所定の後遺障害が生じた場合に補償します。

●12 傷害医療費用補償（ケガの治療費用補償）
お子さまがケガをして医師の治療を受けた場合に、実際に負担した治療費用、医師の指示による差額ベッド代や入退院時の
交通費などを補償します。

主な補償内容のご案内 ※補償内容の詳細は、「補償概要」をご確認ください。

他にも以下の補償がセットされています
●細菌性食中毒補償…全プランにセット
お子さまが摂取したものにより細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を発病した場合に補償します。
※補償される項目については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。

※ 各【補償範囲を拡大する特約】の保険金額は、補償される項目に記載の保険金額と同額となります。また、各プランの補償項目に「〇」と記載
されている場合は補償対象となります。
※ 各プランの保険金額、掛金（保険料）は、過去の実績等をもとに加入者10,000名以上の場合の団体割引を適用したものです。
（注）掛金には制度運営費270円が含まれます。



プランによって補償項目が異なります。詳しくはプラン表をご確認ください。

傷害（ケガ）補償
学校生活だけでなく、塾や習い事など、
学校が休みの日も含めて24時間補償します。

わっ！！

※医療費助成などによる、
自己負担の有無に関わ
らず、お支払いの対象と
なります。

重度の後遺障害が
残ります…。

10数年後1 2 3

育英費用補償1

！

お父さんが交通事故で重度の後遺障害を負ってしまった…
扶養者が万が一の事故で死亡や重度の後遺障害を負った際に、育英費用補償（一時金）全額をお支払いします。

高校3年間で約262万円、大学等で約681万円、合計で約943万円の教育費がかかります。 
出典 株式会社日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」（令和3年度）

動画でわかる補償内容はこちら！動画でわかる補償内容はこちら！

個人賠償責任補償2

！

自転車事故でお子さまが加害者になってしまった場合や、
誤って他人のものを壊してしまった、他人にケガをさせてしまった場合の損害賠償を補償します。

小学5年男子児童の自転車衝突で母親に約9,520万円の賠償命令（神戸地裁判決）

ご家族全員が対象示談交渉サービス付き

こんな時、役立ちます！

学校管理下動産補償8
学校に携行する
身の回り品が
壊れた時の補償です。
（自転車など一部対象外
　の物があります。）

いじめ、SNS上での誹謗中傷、ストーカーなどの被害を受けた際、
弁護士・臨床心理士への相談費用や、解決のための対策費用を補償します。

トラブル被害対応補償3

4

－ 2 － － 3 － － 4 －

「①育英費用」以外は基本プランも・育英費用補償充実プランも同じ補償内容です。

●❷個人賠償責任（1事故あたり支払限度額）
国内 無制限

国外 3億円 国内・国外 3億円 国内・国外 2億円 国内・国外 1億円 国内・国外 1億円

●❸トラブル被害対応補償（保険年度あたり支払限度額） 500万円 300万円 200万円 － －

●❹ 

傷
害（
ケ
ガ
）補
償

死亡保険金 ★ 100万円 100万円 80万円 50万円 50万円
後遺障害保険金
（障害の程度によって） ★ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％

入院保険金 日額（180日限度）★ 6,500円 3,500円 3,000円 2,000円 400円
手術保険金 （1事故あたり1回）
手術の際の入院の有無によって
上記の入院保険金（日額）の

★ 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍
通院保険金 日額（90日限度） ★ 3,000円 2,300円 1,500円 1,000円 400円

●❺熱中症補償【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 〇 〇 〇

●❻地震・噴火・津波補償
【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 〇 〇 －
●❼特定感染症補償【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 － － －
●❽学校管理下動産

（保険年度あたり支払限度額）（自己負担額1,000円） 5万円 5万円 5万円 － －
●❾病気死亡見舞金
（葬祭費用）（支払限度額） ★ 50万円 － － － －
●10
病
気
の
補
償

疾病入院医療保険金
日額（1泊2日以上の入院）（60日限度） 5,000円 3,000円 － － －
疾病手術医療保険金
手術の際の入院の有無によって
疾病入院医療保険金（日額）の

入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 － － －
●11被害事故補償
（1事故あたり支払限度額） 1,000万円 － － － －
●12傷害医療費用
（1事故あたり支払限度額） ★ 50万円 － － － －

育英費用補償充実プラン
T1プラン T2プラン

年間掛金【一時払】 24,850円 16,990円
●❶育英費用（一時金） ★ 1,000万円 800万円

育英費用を
さらに充実

 

基　本　プ　ラ　ン
M1プラン M2プラン M3プラン N4プラン N5プラン

年間掛金【一時払】 20,770円 13,930円 8,530円 5,370円 2,790円
●❶ 育英費用（一時金） ★ 200万円 200万円 150万円 150万円 100万円

適用している割引率
約32％

全プラン自転車事故にも対応！オ̶ススメ̶ 月額換算
約2,071円

●❶ 育英費用補償
扶養者の方がケガをし、事故の日から180日以内に死亡または重度の後遺障害を負った場合に補償します。

●❷ 個人賠償責任補償 示談交渉サービス付き（国内のみ）
お子さまやそのご家族があやまって他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合
に補償します。受託品賠償は時価額を限度に補償します。
※ 授業および部活動などの学校管理下における活動中やスポーツをしている間は、法律上の損害賠償責任が生じないことが
多く、補償の対象とならないことがあります。また自動車使用中（運転、ドアの開け閉め等を含みます。）やバイク運転中の事
故は補償の対象となりません。
※ご家族の対象範囲の詳細は補償概要でご確認ください。

●❸ トラブル被害対応補償
お子さまがいじめ、SNS上での誹謗中傷やストーカーなどの被害（※1）を受けて届出・相談等（※２）を行った場合に初期対策
費用、カウンセリング費用、法律相談費用、弁護士費用等、訴訟関連費用を補償します。対象となる被害の内容、各費用の支払
条件や支払限度額等はこども総合保険の補償概要をご確認ください。
（※１） 初年度契約で、「いじめ」・「名誉き損またはプライバシーの侵害」・「ストーカー被害」については、届出・相談日が補償期間の開始日を

含めて90日以内であるときは補償の対象となりません。
（※２）弁護士等への法律相談の申込・委任、警察への届出・告訴状の提出、いじめに関する臨床心理士・公認心理師への相談をいいます。

●❹ 傷害（ケガ）補償
授業中の事故・交通事故・レジャー中の事故など、さまざまな事故によりお子さまがケガをした場合に補償します。補償される
項目については、プラン表でご確認ください。
※ 急激・偶然・外来の事故によるケガに該当しない疲労骨折などは補償の対象になりません。詳しくは「用語のご説明」でご確認ください。

●❺ 熱中症補償
お子さまが日射または熱射によって熱中症を発病した場合に補償します。
※補償される項目については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。

●❻ 地震・噴火・津波補償
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によってケガなどをした場合に補償します。
※補償される項目については、プラン表補償名の横に★マークの付いている項目になります。

●❼ 特定感染症補償
お子さまが補償期間中に法令で定める特定感染症（一類～三類感染症）（注）を発病した場合に補償します。補償される項目
については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。
※初年度契約の場合、補償期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症は補償の対象になりません。
（注） 「特定感染症」の詳細は用語のご説明をご確認ください。

●❽ 学校管理下動産補償
学校の授業・登下校中などに、お子さまが携行している身の回り品に、破損・盗難・火災などの偶然な事故による損害が生じた
場合、その損害額（修理費または時価額のいずれか低い金額）を補償します。
※自転車など一部補償対象外の物があります。

●❾ 病気死亡見舞金（葬祭費用）
お子さまが補償期間中に病気を発病し、補償期間中または発病から180日以内に亡くなった場合に、実際に負担した葬祭費
用を補償します。
※補償開始前に発病していた病気を原因とするものについては、補償の対象になりません。

●10 お子さまが補償期間中に病気を発病し治療を受けた場合に、次の保険金をお支払いします。
疾病入院医療保険金…1泊2日以上入院した場合に、入院日数に応じてお支払いします。
疾病手術医療保険金…所定の手術を受けた場合に、お支払いします。
※補償開始前の検診（入学前の健康診断等）で指摘された病気など、補償開始前に発病していた病気は補償の対象となりません。

●11 被害事故補償
お子さまが犯罪行為またはひき逃げ事故の被害者となり、死亡または所定の後遺障害が生じた場合に補償します。

●12 傷害医療費用補償（ケガの治療費用補償）
お子さまがケガをして医師の治療を受けた場合に、実際に負担した治療費用、医師の指示による差額ベッド代や入退院時の
交通費などを補償します。

主な補償内容のご案内 ※補償内容の詳細は、「補償概要」をご確認ください。

他にも以下の補償がセットされています
●細菌性食中毒補償…全プランにセット
お子さまが摂取したものにより細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を発病した場合に補償します。
※補償される項目については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。

※ 各【補償範囲を拡大する特約】の保険金額は、補償される項目に記載の保険金額と同額となります。また、各プランの補償項目に「〇」と記載
されている場合は補償対象となります。
※ 各プランの保険金額、掛金（保険料）は、過去の実績等をもとに加入者10,000名以上の場合の団体割引を適用したものです。
（注）掛金には制度運営費270円が含まれます。



プランによって補償項目が異なります。詳しくはプラン表をご確認ください。

傷害（ケガ）補償
学校生活だけでなく、塾や習い事など、
学校が休みの日も含めて24時間補償します。

わっ！！

※医療費助成などによる、
自己負担の有無に関わ
らず、お支払いの対象と
なります。

重度の後遺障害が
残ります…。

10数年後1 2 3

育英費用補償1

！

お父さんが交通事故で重度の後遺障害を負ってしまった…
扶養者が万が一の事故で死亡や重度の後遺障害を負った際に、育英費用補償（一時金）全額をお支払いします。

高校3年間で約262万円、大学等で約681万円、合計で約943万円の教育費がかかります。 
出典 株式会社日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」（令和3年度）

動画でわかる補償内容はこちら！動画でわかる補償内容はこちら！

個人賠償責任補償2

！

自転車事故でお子さまが加害者になってしまった場合や、
誤って他人のものを壊してしまった、他人にケガをさせてしまった場合の損害賠償を補償します。

小学5年男子児童の自転車衝突で母親に約9,520万円の賠償命令（神戸地裁判決）

ご家族全員が対象示談交渉サービス付き

こんな時、役立ちます！

学校管理下動産補償8
学校に携行する
身の回り品が
壊れた時の補償です。
（自転車など一部対象外
　の物があります。）

いじめ、SNS上での誹謗中傷、ストーカーなどの被害を受けた際、
弁護士・臨床心理士への相談費用や、解決のための対策費用を補償します。

トラブル被害対応補償3

4

－ 2 － － 3 － － 4 －

「①育英費用」以外は基本プランも・育英費用補償充実プランも同じ補償内容です。

●❷個人賠償責任（1事故あたり支払限度額）
国内 無制限

国外 3億円 国内・国外 3億円 国内・国外 2億円 国内・国外 1億円 国内・国外 1億円

●❸トラブル被害対応補償（保険年度あたり支払限度額） 500万円 300万円 200万円 － －

●❹ 

傷
害（
ケ
ガ
）補
償

死亡保険金 ★ 100万円 100万円 80万円 50万円 50万円
後遺障害保険金
（障害の程度によって） ★ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％ 死亡保険金の4～100％

入院保険金 日額（180日限度）★ 6,500円 3,500円 3,000円 2,000円 400円
手術保険金 （1事故あたり1回）
手術の際の入院の有無によって
上記の入院保険金（日額）の

★ 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍
通院保険金 日額（90日限度） ★ 3,000円 2,300円 1,500円 1,000円 400円

●❺熱中症補償【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 〇 〇 〇

●❻地震・噴火・津波補償
【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 〇 〇 －
●❼特定感染症補償【補償範囲を拡大する特約】 〇 〇 － － －
●❽学校管理下動産

（保険年度あたり支払限度額）（自己負担額1,000円） 5万円 5万円 5万円 － －
●❾病気死亡見舞金
（葬祭費用）（支払限度額） ★ 50万円 － － － －
●10
病
気
の
補
償

疾病入院医療保険金
日額（1泊2日以上の入院）（60日限度） 5,000円 3,000円 － － －
疾病手術医療保険金
手術の際の入院の有無によって
疾病入院医療保険金（日額）の

入院中 10倍／入院中以外 5倍 入院中 10倍／入院中以外 5倍 － － －
●11被害事故補償
（1事故あたり支払限度額） 1,000万円 － － － －
●12傷害医療費用
（1事故あたり支払限度額） ★ 50万円 － － － －

育英費用補償充実プラン
T1プラン T2プラン

年間掛金【一時払】 24,850円 16,990円
●❶育英費用（一時金） ★ 1,000万円 800万円

育英費用を
さらに充実

 

基　本　プ　ラ　ン
M1プラン M2プラン M3プラン N4プラン N5プラン

年間掛金【一時払】 20,770円 13,930円 8,530円 5,370円 2,790円
●❶ 育英費用（一時金） ★ 200万円 200万円 150万円 150万円 100万円

適用している割引率
約32％

全プラン自転車事故にも対応！オ̶ススメ̶ 月額換算
約2,071円

●❶ 育英費用補償
扶養者の方がケガをし、事故の日から180日以内に死亡または重度の後遺障害を負った場合に補償します。

●❷ 個人賠償責任補償 示談交渉サービス付き（国内のみ）
お子さまやそのご家族があやまって他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合
に補償します。受託品賠償は時価額を限度に補償します。
※ 授業および部活動などの学校管理下における活動中やスポーツをしている間は、法律上の損害賠償責任が生じないことが
多く、補償の対象とならないことがあります。また自動車使用中（運転、ドアの開け閉め等を含みます。）やバイク運転中の事
故は補償の対象となりません。
※ご家族の対象範囲の詳細は補償概要でご確認ください。

●❸ トラブル被害対応補償
お子さまがいじめ、SNS上での誹謗中傷やストーカーなどの被害（※1）を受けて届出・相談等（※２）を行った場合に初期対策
費用、カウンセリング費用、法律相談費用、弁護士費用等、訴訟関連費用を補償します。対象となる被害の内容、各費用の支払
条件や支払限度額等はこども総合保険の補償概要をご確認ください。
（※１） 初年度契約で、「いじめ」・「名誉き損またはプライバシーの侵害」・「ストーカー被害」については、届出・相談日が補償期間の開始日を

含めて90日以内であるときは補償の対象となりません。
（※２）弁護士等への法律相談の申込・委任、警察への届出・告訴状の提出、いじめに関する臨床心理士・公認心理師への相談をいいます。

●❹ 傷害（ケガ）補償
授業中の事故・交通事故・レジャー中の事故など、さまざまな事故によりお子さまがケガをした場合に補償します。補償される
項目については、プラン表でご確認ください。
※ 急激・偶然・外来の事故によるケガに該当しない疲労骨折などは補償の対象になりません。詳しくは「用語のご説明」でご確認ください。

●❺ 熱中症補償
お子さまが日射または熱射によって熱中症を発病した場合に補償します。
※補償される項目については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。

●❻ 地震・噴火・津波補償
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によってケガなどをした場合に補償します。
※補償される項目については、プラン表補償名の横に★マークの付いている項目になります。

●❼ 特定感染症補償
お子さまが補償期間中に法令で定める特定感染症（一類～三類感染症）（注）を発病した場合に補償します。補償される項目
については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。
※初年度契約の場合、補償期間の開始日から10日以内に発病した特定感染症は補償の対象になりません。
（注） 「特定感染症」の詳細は用語のご説明をご確認ください。

●❽ 学校管理下動産補償
学校の授業・登下校中などに、お子さまが携行している身の回り品に、破損・盗難・火災などの偶然な事故による損害が生じた
場合、その損害額（修理費または時価額のいずれか低い金額）を補償します。
※自転車など一部補償対象外の物があります。

●❾ 病気死亡見舞金（葬祭費用）
お子さまが補償期間中に病気を発病し、補償期間中または発病から180日以内に亡くなった場合に、実際に負担した葬祭費
用を補償します。
※補償開始前に発病していた病気を原因とするものについては、補償の対象になりません。

●10 お子さまが補償期間中に病気を発病し治療を受けた場合に、次の保険金をお支払いします。
疾病入院医療保険金…1泊2日以上入院した場合に、入院日数に応じてお支払いします。
疾病手術医療保険金…所定の手術を受けた場合に、お支払いします。
※補償開始前の検診（入学前の健康診断等）で指摘された病気など、補償開始前に発病していた病気は補償の対象となりません。

●11 被害事故補償
お子さまが犯罪行為またはひき逃げ事故の被害者となり、死亡または所定の後遺障害が生じた場合に補償します。

●12 傷害医療費用補償（ケガの治療費用補償）
お子さまがケガをして医師の治療を受けた場合に、実際に負担した治療費用、医師の指示による差額ベッド代や入退院時の
交通費などを補償します。

主な補償内容のご案内 ※補償内容の詳細は、「補償概要」をご確認ください。

他にも以下の補償がセットされています
●細菌性食中毒補償…全プランにセット
お子さまが摂取したものにより細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を発病した場合に補償します。
※補償される項目については、こども総合保険の補償概要でご確認ください。

※ 各【補償範囲を拡大する特約】の保険金額は、補償される項目に記載の保険金額と同額となります。また、各プランの補償項目に「〇」と記載
されている場合は補償対象となります。
※ 各プランの保険金額、掛金（保険料）は、過去の実績等をもとに加入者10,000名以上の場合の団体割引を適用したものです。
（注）掛金には制度運営費270円が含まれます。
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ネットで
悪口を書かれた！
ネットで
悪口を書かれた！

自宅で
学校貸与端末を
誤って破損した！

自宅で
学校貸与端末を
誤って破損した！

自転車で
他人にケガを
させた！

自転車で
他人にケガを
させた！

部活で
ケガをした！
部活で
ケガをした！

保護者の皆様へ 2026年度版

オンラインの
お申し込みは
こちらから

＊割引率について：このパンフレットで案内している保険商品の算出基準である保険料（加入者数２０名未満の団体における保険料）に対しての割合を示
します。適用される割引率は前年度の加入者数等に応じて決定します。

本制度は、このパンフレット
を受け取った方※がご加入
いただけます。

ご
注
意

お子さまの生活を
24時間補償します。
ただし、一部の補償は24時間補償ではありません。

小・中学生総合保障制度ご案内
[こども総合保険]

割引＊
約 ％32

兵庫県自転車条例対応［個人賠償］

※兵庫県PTA協議会に加盟する学校に通う
すべての児童・生徒

掛金口座振替日補償（保険）期間
2026年
4月24日（金）

2026年 4月25日
午前0時から

2027年 4月25日
午後4時まで

2026年6月29日（月）

2026年7月27日（月）2026年 5月23日
午前0時から（※）

2027年 4月25日
午後4時まで

（※）オンライン申込の場合の補償開始日は、
申し込み手続き完了日の翌日午前0時からです。

オンラインのお申込み締切日は別紙をご確認ください。

2026年
5月22日（金）

オンラインのお申込み締切日は別紙をご確認ください。

第一次
締切日
第一次
締切日

6月中旬頃加入者証
到着予定
加入者証
到着予定

7月中旬頃加入者証
到着予定
加入者証
到着予定

第二次
締切日
第二次
締切日

申込締切日（締切日消印有効）

▶在校生の方は重複加入にご注意ください。
既にご加入されている方は、自動更新となりますので再度のお申込みは不要です。
※別途「自動更新のご案内」を3月頃に郵送していますので、ご確認ください。

▶一度ご加入されますと、中学卒業まで自動更新されますので毎年のお申込みは不要です。
（私立中学校等の兵庫県PTA協議会会員外へ進学された場合を除きます。）

兵庫県PTA協議会

メンタルケア
カウンセリングサービス

弁護士相談サービス

セカンドオピニオン
アレンジサービス

ハロー健康相談24

B-230554

※受付電話番号やご利用方法は後日送付する加入者証でご案内します。加入者証が届くまでは、03-3839-1687（サービス利用方法２４時間テープ案内）に
ご連絡ください。
※ご相談内容などにより、ご要望に添えない場合があります。また、ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
※各サービスは、補償期間（保険期間）中、AIG損害保険株式会社がティーペック株式会社に委託してご提供します。なお、予告なく変更・中止される場合が
あります。

※弁護士相談サービスは、ティーペック株式会社が提携する法律事務所がご提供します。なお、AIG損害保険株式会社の提供する保険に関するご相談等AIG
損害保険株式会社と利益相反に該当する可能性のあるご相談は本サービスの対象外です。

健康上の
不安を専門家に相談したい

今の治療法の
セカンドオピニオンを
聞きたい

トラブルへの
対処法を知りたい

精神的に
つらく、話を聞いて欲しい

お悩みに応
じた

窓口に

おつなぎし
ます！

この悩み、

誰に相談したら…

どんな悩みも
まずは
こちらに！

みんなの
相談
ダイヤル

ご利用いただけるサービス
ご加入すると

保険金支払い事例.1

お支払金額 7,240,000円
【個人賠償責任補償】

保険金支払い事例.3

自転車で帰宅途中、人と
ぶつかり重傷を負わせて
しまった。

保険金支払い事例.2

お支払金額 38,500円
【個人賠償責任補償】

自宅学習中に
学校貸与端末を
誤って落とし
破損した。

保険金支払い事例.4 保険金支払い事例.5

【育英費用補償】

扶養者である父親が、
交通事故で死亡した。

お支払金額

［T1プランの場合］

お支払金額 200,000円
【トラブル被害対応補償】

インターネット上に悪口や個人情
報を書き込まれた。弁護士に相談
し、書き込み削除を委任した。

お支払金額

体育の時、ボールが
当たって
メガネを
壊した。

15,000円
【学校管理下動産補償】

10,000,000円

その他の保険金請求は… スクール事故受付ダイヤル（24時間受付） 0120-300-399通話料無料

24時間365日いつでも、どこでも受付けます！24時間365日いつでも、どこでも受付けます！

デジタル保険金請求

オンラインで簡単請求
受付時間 月～金曜日  9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

簡単支払特急便

電話による事故報告のみ

ケガによる入院・通院、病気による入院・手術※で
10万円以下のご請求は

ケガによる入院・通院、病気による入院・手術、
持ち物の損害※は

B-250418

ご利用には条件がございます。ご利用条件とご利用方法は、後日送付する加入者証でご案内します。
※持ち物の損害は、「学校管理下動産補償」「携行品損害補償」を指します。また、持ち物の損害および、病気による入院・手術は該当する
　補償がセットされているプランの場合にご利用いただけます。

制度に関するお問合せ先
取扱代理店・扱者

制度引受保険会社

ご加入いただく皆様へ
●補償概要および重要事項説明書（「契約概要｣･｢注意喚起情報」など）には、ご契約にあたっての重要な事項が記載されていますので、事前に必ず
ご一読ください。特に、皆様にとって不利益な情報（「保険金をお支払いできない主な場合｣など）が記載されている部分については、その内容を
ご確認ください。なお、この保障制度に関するお問い合わせは、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、申込締切日後
のお申込方法は、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 

●以下の補償をご契約されているお客さまで、別の保険契約にてこれらと同種の補償をセットされている場合には、補償が重複する場合があります。
補償が重複している場合、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金
の一部または全部が支払われない場合があります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額等をご確認のうえ、補償プランをご検討ください。

　なお、パンフレットに記載の各プラン（特約の組み合わせ）の内容を変更（一部の特約の追加・削除）してのご契約はできませんので、ご了承ください。
【個人賠償責任補償・携行品損害補償・育英費用補償　等】

●加入者証のご案内
当制度は団体契約のため、加入者証は最終加入者が確定後、加入依頼者の方宛にお届けします。加入者証到着までは加入依頼書のお客さま控
（3枚目）が当契約の証となりますので、大切に保管してください。 なお、加入者証到着以前でも補償開始日より補償は開始されています。

●次の場合、ただちに取扱代理店・扱者または引受保険会社へご連絡ください。
１．補償期間（保険期間）中にこの保険の対象となる事故などにあわれた場合は、事故の日から30日以内にご連絡ください。その後の手続きにつ
いてご案内します。

２．後日お届けする加入者証の記載内容に変更があった場合（住所変更・転校・転園など）は必ずご連絡ください。住所変更のご連絡をいただけな
い場合、重要なお知らせがお届けできなくなることがあります。 

３．当制度は団体の構成員を対象としており、転校・転園などにより団体の構成員でなくなる場合は、脱退等の手続きが必要となるため必ずご連絡
ください。

契約者である団体は、加入依頼書に記載された個人情報をこの保険の引受保険会社に提供します。また、制度の運営・管理のため、被保険者が
所属する学校などに提供する場合があります。引受保険会社における個人情報の取扱いにつきましては、重要事項説明書にてご確認ください。

●このパンフレットは保障制度（保険）の概要をご説明したものです。詳細につきましては取扱代理店・扱者または引受保険会社に
お問い合わせください。

重要 補償概要および重要事項説明書（「契約概要」・「注意喚起情報」など）は下記から必ずご確認ください。

https://www.aig.co.jp/sonpo/school/hosyo

補償概要
https://www.aig.co.jp/sonpo/school/jusetsu

重要事項説明書

補償概要および重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめします。また、約款はこちらからご確認いただけます。（https://www.aig.co.jp/sonpo/eyakkan/kodomo）
※書面による提供をご希望の場合には、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 SB-202401

〒930-0856 富山市牛島新町5-5 タワー111
TEL:076-443-8740
受付時間 9:00～17:00 土、日、祝日、年末年始を除く

https://www.aig.co.jp/sonpo
学校契約センター株式会社ベストインシュアランス

学校園安全サービス事業部
〒650-0034　神戸市中央区京町75-1　京町栄光ビル4階

TEL:078-332-1870
受付時間　9：00～17：00　土、日、祝日、年末年始を除く

S-260123（2027-03）M

兵庫県PTA協議会●団体契約者：

●次の職業に継続的に従事している生徒・学生の方で、ご加入を検討されている場合は、事前に取扱代理店・扱者まで必ずご連絡ください。 
　「自動車運転者」「建設作業者」「農林漁業作業者」「採鉱・採石作業者」「木・竹・草・つる製品製造作業者」 

●引受保険会社の損害保険募集人は保険契約の締結の代理権を有しています。
●共同保険契約の場合には、「共同保険に関する特約」が自動的にセットされます。（共同保険の詳細につきましては取扱代理店・扱者にお問い合せ
ください。）

●更新について
本制度は1年ごとの自動更新となります。加入者数の増減や保険金支払実績等に応じて割引率が変更となる場合や、 補償制度の充実のために
団体契約者と引受保険会社の合意により新たな補償内容に変更する場合がございます。これらの変更により補償金額（保険金額）・掛金（保険料）
が変更となる場合がございます。変更後の補償金額（保険金額）・掛金（保険料）は更新案内にてご案内いたします。変更後の補償内容で継続を希
望されないお客さまはご連絡頂けますようお願いします。ご連絡がない場合、加入時の自動更新の意思に基づき契約は変更後の内容で自動的
に更新されます。 

－ 5 － － 6 －
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ネットで
悪口を書かれた！
ネットで
悪口を書かれた！

自宅で
学校貸与端末を
誤って破損した！

自宅で
学校貸与端末を
誤って破損した！

自転車で
他人にケガを
させた！

自転車で
他人にケガを
させた！

部活で
ケガをした！
部活で
ケガをした！

保護者の皆様へ 2026年度版

オンラインの
お申し込みは
こちらから

＊割引率について：このパンフレットで案内している保険商品の算出基準である保険料（加入者数２０名未満の団体における保険料）に対しての割合を示
します。適用される割引率は前年度の加入者数等に応じて決定します。

本制度は、このパンフレット
を受け取った方※がご加入
いただけます。

ご
注
意

お子さまの生活を
24時間補償します。
ただし、一部の補償は24時間補償ではありません。

小・中学生総合保障制度ご案内
[こども総合保険]

割引＊
約 ％32

兵庫県自転車条例対応［個人賠償］

※兵庫県PTA協議会に加盟する学校に通う
すべての児童・生徒

掛金口座振替日補償（保険）期間
2026年
4月24日（金）

2026年 4月25日
午前0時から

2027年 4月25日
午後4時まで

2026年6月29日（月）

2026年7月27日（月）2026年 5月23日
午前0時から（※）

2027年 4月25日
午後4時まで

（※）オンライン申込の場合の補償開始日は、
申し込み手続き完了日の翌日午前0時からです。

オンラインのお申込み締切日は別紙をご確認ください。

2026年
5月22日（金）

オンラインのお申込み締切日は別紙をご確認ください。

第一次
締切日
第一次
締切日

6月中旬頃加入者証
到着予定
加入者証
到着予定

7月中旬頃加入者証
到着予定
加入者証
到着予定

第二次
締切日
第二次
締切日

申込締切日（締切日消印有効）

▶在校生の方は重複加入にご注意ください。
既にご加入されている方は、自動更新となりますので再度のお申込みは不要です。
※別途「自動更新のご案内」を3月頃に郵送していますので、ご確認ください。

▶一度ご加入されますと、中学卒業まで自動更新されますので毎年のお申込みは不要です。
（私立中学校等の兵庫県PTA協議会会員外へ進学された場合を除きます。）

兵庫県PTA協議会

メンタルケア
カウンセリングサービス

弁護士相談サービス

セカンドオピニオン
アレンジサービス

ハロー健康相談24

B-230554

※受付電話番号やご利用方法は後日送付する加入者証でご案内します。加入者証が届くまでは、03-3839-1687（サービス利用方法２４時間テープ案内）に
ご連絡ください。
※ご相談内容などにより、ご要望に添えない場合があります。また、ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
※各サービスは、補償期間（保険期間）中、AIG損害保険株式会社がティーペック株式会社に委託してご提供します。なお、予告なく変更・中止される場合が
あります。

※弁護士相談サービスは、ティーペック株式会社が提携する法律事務所がご提供します。なお、AIG損害保険株式会社の提供する保険に関するご相談等AIG
損害保険株式会社と利益相反に該当する可能性のあるご相談は本サービスの対象外です。

健康上の
不安を専門家に相談したい

今の治療法の
セカンドオピニオンを
聞きたい

トラブルへの
対処法を知りたい

精神的に
つらく、話を聞いて欲しい

お悩みに応
じた

窓口に

おつなぎし
ます！

この悩み、

誰に相談したら…

どんな悩みも
まずは
こちらに！

みんなの
相談
ダイヤル

ご利用いただけるサービス
ご加入すると

保険金支払い事例.1

お支払金額 7,240,000円
【個人賠償責任補償】

保険金支払い事例.3

自転車で帰宅途中、人と
ぶつかり重傷を負わせて
しまった。

保険金支払い事例.2

お支払金額 38,500円
【個人賠償責任補償】

自宅学習中に
学校貸与端末を
誤って落とし
破損した。

保険金支払い事例.4 保険金支払い事例.5

【育英費用補償】

扶養者である父親が、
交通事故で死亡した。

お支払金額

［T1プランの場合］

お支払金額 200,000円
【トラブル被害対応補償】

インターネット上に悪口や個人情
報を書き込まれた。弁護士に相談
し、書き込み削除を委任した。

お支払金額

体育の時、ボールが
当たって
メガネを
壊した。

15,000円
【学校管理下動産補償】

10,000,000円

その他の保険金請求は… スクール事故受付ダイヤル（24時間受付） 0120-300-399通話料無料

24時間365日いつでも、どこでも受付けます！24時間365日いつでも、どこでも受付けます！

デジタル保険金請求

オンラインで簡単請求
受付時間 月～金曜日  9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

簡単支払特急便

電話による事故報告のみ

ケガによる入院・通院、病気による入院・手術※で
10万円以下のご請求は

ケガによる入院・通院、病気による入院・手術、
持ち物の損害※は

B-250418

ご利用には条件がございます。ご利用条件とご利用方法は、後日送付する加入者証でご案内します。
※持ち物の損害は、「学校管理下動産補償」「携行品損害補償」を指します。また、持ち物の損害および、病気による入院・手術は該当する
　補償がセットされているプランの場合にご利用いただけます。

制度に関するお問合せ先
取扱代理店・扱者

制度引受保険会社

ご加入いただく皆様へ
●補償概要および重要事項説明書（「契約概要｣･｢注意喚起情報」など）には、ご契約にあたっての重要な事項が記載されていますので、事前に必ず
ご一読ください。特に、皆様にとって不利益な情報（「保険金をお支払いできない主な場合｣など）が記載されている部分については、その内容を
ご確認ください。なお、この保障制度に関するお問い合わせは、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、申込締切日後
のお申込方法は、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 

●以下の補償をご契約されているお客さまで、別の保険契約にてこれらと同種の補償をセットされている場合には、補償が重複する場合があります。
補償が重複している場合、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金
の一部または全部が支払われない場合があります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額等をご確認のうえ、補償プランをご検討ください。

　なお、パンフレットに記載の各プラン（特約の組み合わせ）の内容を変更（一部の特約の追加・削除）してのご契約はできませんので、ご了承ください。
【個人賠償責任補償・携行品損害補償・育英費用補償　等】

●加入者証のご案内
当制度は団体契約のため、加入者証は最終加入者が確定後、加入依頼者の方宛にお届けします。加入者証到着までは加入依頼書のお客さま控
（3枚目）が当契約の証となりますので、大切に保管してください。 なお、加入者証到着以前でも補償開始日より補償は開始されています。

●次の場合、ただちに取扱代理店・扱者または引受保険会社へご連絡ください。
１．補償期間（保険期間）中にこの保険の対象となる事故などにあわれた場合は、事故の日から30日以内にご連絡ください。その後の手続きにつ
いてご案内します。

２．後日お届けする加入者証の記載内容に変更があった場合（住所変更・転校・転園など）は必ずご連絡ください。住所変更のご連絡をいただけな
い場合、重要なお知らせがお届けできなくなることがあります。 

３．当制度は団体の構成員を対象としており、転校・転園などにより団体の構成員でなくなる場合は、脱退等の手続きが必要となるため必ずご連絡
ください。

契約者である団体は、加入依頼書に記載された個人情報をこの保険の引受保険会社に提供します。また、制度の運営・管理のため、被保険者が
所属する学校などに提供する場合があります。引受保険会社における個人情報の取扱いにつきましては、重要事項説明書にてご確認ください。

●このパンフレットは保障制度（保険）の概要をご説明したものです。詳細につきましては取扱代理店・扱者または引受保険会社に
お問い合わせください。

重要 補償概要および重要事項説明書（「契約概要」・「注意喚起情報」など）は下記から必ずご確認ください。

https://www.aig.co.jp/sonpo/school/hosyo

補償概要
https://www.aig.co.jp/sonpo/school/jusetsu

重要事項説明書

補償概要および重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめします。また、約款はこちらからご確認いただけます。（https://www.aig.co.jp/sonpo/eyakkan/kodomo）
※書面による提供をご希望の場合には、取扱代理店・扱者までお問い合わせください。 SB-202401

〒930-0856 富山市牛島新町5-5 タワー111
TEL:076-443-8740
受付時間 9:00～17:00 土、日、祝日、年末年始を除く

https://www.aig.co.jp/sonpo
学校契約センター株式会社ベストインシュアランス

学校園安全サービス事業部
〒650-0034　神戸市中央区京町75-1　京町栄光ビル4階

TEL:078-332-1870
受付時間　9：00～17：00　土、日、祝日、年末年始を除く

S-260123（2027-03）M

兵庫県PTA協議会●団体契約者：

●次の職業に継続的に従事している生徒・学生の方で、ご加入を検討されている場合は、事前に取扱代理店・扱者まで必ずご連絡ください。 
　「自動車運転者」「建設作業者」「農林漁業作業者」「採鉱・採石作業者」「木・竹・草・つる製品製造作業者」 

●引受保険会社の損害保険募集人は保険契約の締結の代理権を有しています。
●共同保険契約の場合には、「共同保険に関する特約」が自動的にセットされます。（共同保険の詳細につきましては取扱代理店・扱者にお問い合せ
ください。）

●更新について
本制度は1年ごとの自動更新となります。加入者数の増減や保険金支払実績等に応じて割引率が変更となる場合や、 補償制度の充実のために
団体契約者と引受保険会社の合意により新たな補償内容に変更する場合がございます。これらの変更により補償金額（保険金額）・掛金（保険料）
が変更となる場合がございます。変更後の補償金額（保険金額）・掛金（保険料）は更新案内にてご案内いたします。変更後の補償内容で継続を希
望されないお客さまはご連絡頂けますようお願いします。ご連絡がない場合、加入時の自動更新の意思に基づき契約は変更後の内容で自動的
に更新されます。 
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オンラインによるお申込み方法のご案内

Step1
・ 加入プランの選択
・ メールアドレスの登録
※お申込み手続き用の
　URLが届きます。　※１

※２

Step2
・ お申込み内容の入力
ご登録のメールアドレスに
届いたURLにアクセスして
お申込み手続きを進めて
ください。　　　　　 ※3

Step3
・ 掛金振替口座の登録
三菱UFJファクター社の
画面に切り替わります。
情報を入力してください。

※4

お申込み完了
「ご加入手続き完了のご連
絡」がメールで届きます。
加入者証到着まで大切
に保管してください。

あらかじめ口座番号のわかるものをお手元にご用意いただき、
スマートフォンやタブレットで、二次元コードを読み込むか
下記URLにアクセスしてください。

在校生の方ですでにご加入の方は、新たにお申込みいただく必要はございません。

加入依頼書にて申込いただく場合は以下のお手続きは不要です。

お申込みは、オンラインまたは加入依頼書のいずれかを選択できます。
手続きがすぐに完了するオンラインでのお申込みがおすすめです！

申込方法 オンライン申込み

申 込 締 切 日 2026 年 4月 24日（金）
この日までに上記「お申込み完了」までの手続が必要です。

補償期間（保険期間） 2026 年 4月 25日 午前 0時から
2027年 4月 25日 午後 4時まで

掛 金 口 座 振 替 日 2026 年 6月 29日（月）
お申込みの時期によって振替月が翌月になる場合があります。

※ 申込締切日以降もお申込み可能ですが、補償開始日等の詳細はパンフレット記載の取扱代理店・扱者までお問い合わせく
ださい。

※加入者証の到着時期はパンフレットをご確認ください。

動作確認について 以下動作確認環境でのご利用を推奨いたします。
ブラウザ ＜P　　C＞ Google Chrome 最新安定バージョン　　Microsoft Edge 最新安定バージョン　　Safari 最新安定バージョン（Mac）

＜モバイル＞ Android ： Google Chrome 最新安定バージョン　　iOS ： Safari 最新安定バージョン

【オンライン申込、制度（保険）に関するお問い合わせ】
パンフレット記載の取扱代理店・扱者または引受保険会社へお問い合わせください。

※ 1　あらかじめ、@aig.co.jp からのメール受信の許可設定をしていただきますようお願いいたします。
※ 2　お申込みが完了する前に同一のメールアドレスで４回以上登録はできません。
※ 3　1時間を経過するとURL は無効となります。
※ 4　 以下の金融機関はオンラインでのお申込みをご利用いただけません。 別の金融機関をご利用いただくか、加入依頼書にて

お申込みください。
● JF マリンバンク（信漁連・漁協）　　● 一部の信用組合　　● 信託銀行　　● 商工中金

【掛金振替口座登録方法に関するお問い合わせ】
三菱UFJ ファクター株式会社 カスタマーセンター　無料ダイヤル 0120-171-222　 9:00 ～ 17:00（土日・祝日を除く）
受付時間にかかわらず、右記お問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。https://www.muf.bk.mufg.jp/info/general

兵庫県PTA協議会　ベストインシュアランス 学校事業部

https://www-515.aig.co.jp/adver?sd=3nuwhldb-26

S-260123（2027-03）



Step1
加入依頼書にご記入・ご署名ください。
必要事項をもれなくご記入ください。
※金融機関お届出印をお忘れなく！
加入依頼書の3枚目は、
お客さま控としてお手元に
保管してください。

返信用封筒に入れて
ご送付ください。
同封の返信用封筒
に入れてポストへ
ご投函ください。

Step2 お手続き完了
加入者証到着まで
加入依頼書お客さま
控は大切に保管して
ください。

【ご注意】訂正について…ご記入の場合、必ず二重線で消してから、訂正印（お届印）を押印してください。

金融機関お届けの印鑑をご確認
のうえ、鮮明に押印してください。
なお、鮮明でない場合は、再度
余白部分に押印してください。

受付できない押印の例

重ね押し不鮮明

保護者・お子さまのご氏名を読み間違えないために

ご記入時の
注意事項

金融機関お届出印の
押印についてフリガナ（カタカナ）の明記にご協力ください。

ご注意

下の線をしっかりと
留めてください

下の線をしっかりと
跳ね上げてください

２筆目をしっかりと
払ってください

２筆目をまっすぐ下ろして
から払ってください

１筆目を若干内側に留め
２筆目をゆっくり払ってください

１筆目を真横に
引いてください

１～３筆目の始点を
上に揃えてください

ソは１・２筆目の始点を上に
ンは左に揃えてください

加入依頼書によるお申込み方法のご案内
在校生の方ですでにご加入の方は、新たにお申込みいただく必要はございません。

オンラインにて申込いただく場合は以下のお手続きは不要です。

お申込みは、オンラインまたは加入依頼書のいずれかを選択できます。

Ｂ-250444

＜当制度に関するお問合せ＞

領収金額

領収証番号

初年度現金領収の場合の記入欄

領収日

預金口座振替規定
１．銀行、金庫、組合等（以下銀行という）に請求書が送付されたときは、私に通知
することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。こ
の場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提
出または小切手の振出はしません。

２．振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸
越を利用できる範囲内の金額を含む｡）をこえるときは、私に通知することなく、
請求書を返却してもさしつかえありません。

３．この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出
がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに
申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえあり
ません。

４．この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、
銀行には迷惑をかけません。

※ゆうちょ銀行をご指定の場合には自動払込み規定が適用されます。

※この預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に
不備がありましたら、下記該当箇所に○印をつけ
て三菱UFJファクター株式会社へご返送ください。

開始年月 年 月※ゆうちょ銀行を除く

＜不備返却先＞

領収
あり

1.印鑑相違
2.預金種目相違
3.印鑑不鮮明
4.名義人相違

5.口座番号相違
6.預金取引なし
7.支店名相違
8.その他（ ）

円

年 月 日20

,

以上

引受保険会社

原票コード 原票コード

死亡保険金受取人は法定相続人となります。保険期間はパンフレット記載のとおりです。

C-230078（口座振替用）

〒101-8637 東京都千代田区神田淡路町2-101
ワテラスタワー

三菱UFJファクター株式会社（ワイドネット）
ＴＥＬ03-3251-8091

３１０－０７ ３１０－０７

共同保険契約の場合には「共同保険に関する特約」がセットされます。

加入依頼書
加入依頼日

電話番号

携帯電話番号
住

所

氏

名

加
入
依
頼
者

（

保
護
者）

氏

名

学
校
名

学

年

被
保
険
者

（

お
子
さ
ま）

都道府県名は不要です。

必ずご記入ください

生年月日

（学校コード／会社使用欄）正式名称でご記入ください

サブ組織コード：

年 月 日

委託者番号団 体 名 CD

代理店・扱者／仲立人
（所定のゴム印使用）会社使用欄

収 納 企 業 名 三菱UFJファクター株式会社（収納代行会社）

ご指定
口 座

種目コード 契約種別
コード

番 号記 号

払込先口座番号 ００１４０－９－６５４５５３ 払込先加入者名 三菱UFJファクター株式会社

振替日・払込日 １２日・２７日（金融機関休業日の場合は翌営業日）

料金等の種類 制度掛金

口座名義人

検 印

印鑑照合

受付印

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
金
融
機
関

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金
融
機
関
使
用
欄

口座番号

金 融 機 関 コ ー ド 店 舗 コ ー ド

金融機関
お届出印

数字のみ右づめで
ご記入ください

下記指定金融機関

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預貯金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので
預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。（ゆうちょ銀行払込を除く｡）

預貯金通帳を見ながら正確に記入してください。（訂正がある場合は２重線で消して、通帳印を押印してください。）

預金種目

口座名義人
預 金 者
のお名前

（カナ）

（漢字）

1 普 通
総合口座
を含む

サイン
暗証

性別 男

年 月 日

姓 名

姓 名

（カナ）

2026年４月からの新学年を○印で囲んでください

記
入
不
要

金融機関
お届出印

※

１ ２女

１６ ０６ ３ １ ０

（

収 加（
〒 －

－ －

－ － 御中

）

）

（ ）

）

）

（カナ）

（漢字）

（漢字）

（漢字）

（漢字）

（漢字）
金融機関お届出印を
ご捺印ください。

（カナ）

会社受付印
（始期以降受付の場合）

加 入 者 番 号

御中

お客さま控（３枚目）
をお手元に保管し、
保険会社用（上２枚）
をご提出ください｡

（６桁目がある場合は※欄にご記入ください） （右詰めでご記入ください）

AIG

印

印

氏

名

扶
養
者

父 母

１ ２姓 名

その他（カタカナ）
加入依頼者と同一の場合は、「続柄」のみご記入ください。

（漢字）

（自署） 農協 信用組合

漁協 労働金庫

銀行 信用金庫 支 店

202 6

性別 男 １ ２女

生年月日

年 月 日

生年月日

平

年 月 日

昭

上部☆の事項を必ずご確認のうえ、氏名欄にフルネームでご署名ください。

令

（カナ）

平 １

出 張 所
本 店
本店営業部

お子さま（被保険者）の生活費を負担している親権者の方

☆以下の事項に同意のうえ、加入を依頼します。
１.上記団体の加盟校（単位PTA）に通学する児童・生徒であること。
２.「重要事項説明書（個人情報の取扱い含む）」の内容を確認（受領）したこと。
３.更新時に当方または契約団体から特段の申し出がない限り自動更新手続きを取ること。

（６桁目がある場合は※欄にご記入ください） （右詰めでご記入ください）

記
入
不
要

数字のみ右づめで
ご記入ください（ ）

必ずご署名ください。

い
ず
れ
か
の
口
座
を
ご
指
定
く
だ
さ
い｡

扶養者とお子さまとの続柄

必ずご記入ください

保険会社用

お申込みについて

ご加入プランを○で囲ってください｡ プランの内容はパンフレットでご確認ください｡（ ）

すでに当制度にご加入の方は、自動更新されますので加入手続きは不要です。

兵 庫 花 子
 ヒョウ ゴ  ハナ コ

 ヒョウ ゴ  カズ ヤ

兵 庫 和 也

兵 庫 太 朗
 ヒョウ ゴ  タ ロウ

兵
庫

□□市○○○町1-2-3

0 0 0 0 0 0 0
000　　123　　　4567
090 ×××× ○○○○

×× △△○○

○○ ×× △△

0 0 0 0 0 0 0

4 2 2

 ヒョウ ゴ  タ ロウ

兵 庫 太 朗

□□　 ○○

永愛　 　 ○○

兵
庫
兵
庫

携帯電話番号か日中に連絡のつく
電話番号をご記入ください。

加入依頼日（記入日）を
必ずご記入ください。

加入依頼者のお名前（ご署名）・生年月日・
性別・電話番号・住所をご記入ください。
お名前は20文字以内でご記入ください。

お子さまのお名前・生年月日・性別・
学校名（正式名称）をご記入ください。
※学年は4月1日時点の新学年をご記
入ください。

お名前は20文字以内でご記入ください。

※消せないペンでご記入ください。

金融機関お届出印を忘れ
ずにご捺印ください。
（サイン登録の場合は登録サイン
を記載ください。印鑑レス口座の
場合は「なし」と記載ください。）

ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行お届けの
名義を正確にご記入
ください。（フリガナも忘れ
ずにご記入ください。）

ゆうちょ銀行お届出印を
忘れずにご捺印ください。

民間金融機関の場合

普段お取引のある金融機関・
支店名・預金種目・口座番号を
ご記入ください。
（銀行コードは記入不要です。）

民
間
金
融
機
関
の
預
金
口
座
ま
た
は
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
口
座
の

い
ず
れ
か
一
方
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

普段お取引のあるゆうちょ
銀行の通帳記号・通帳番号
をご記入ください。
（通帳番号は右からつめてご
記入ください。）

金融機関お届けの名義を
正確にご記入ください。
（フリガナも忘れずにご記入ください。）

ご加入プランに○印をお付けください。

扶養者のお名前（20文字以内）・
被保険者との続柄をご記入ください。
（扶養者と加入依頼者が同じ場合は、
続柄のみご記入ください。）

申込方法 加入依頼書申込み

申込締切日 第一次締切日  2026 年 4月 24日（金）
第二次締切日  2026 年 5月 22日（金）

補 償 期 間
（保険期間）

第一次締切　2026年 4月 25日午前 0時から2027年 4月 25日午後 4時まで
第二次締切　2026年 5月 23日午前 0時から2027年 4月 25日午後 4時まで

掛 金
口座振替日

第一次締切日  2026 年 6月 29日（月）
第二次締切日  2026 年 7月 27日（月）

お申込みの時期によって振替月が翌月になる場合があります。

※ 申込締切日以降もお申込み可能ですが、補償開始日等の詳細はパンフレット記載の取扱代理店・扱者までお問い合わせください。
※加入者証の到着時期はパンフレットをご確認ください。


